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１．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（２）

免震装置の保全について

阪神・淡路大震災以後、免震構造の建物が急増しました。庁舎においても、既存の構造を
免震構造に改修する免震レトロフィットや、新築時から免震構造として設計された庁舎が数
多く存在するようになりました。

■ 免震構造
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免 震 構 造 の 解 説

エキスパン
ションジョイント

免震部

免震装置

免
震
ク
リ
ア
ラ
ン
ス

非免震部

免震部

非免震部

免震部と非免震部の間に免震装置を配置した構造をいいます。地震時に揺れを吸収するた
め、建物はゆっくり大きく揺れます。

一 ロニ］ ロニ］

□ □ 
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■ 免震装置（アイソレータ）

免震装置はアイソレータとダンパーに大別され
ます。車体のサスペンションとショックアブ
ソーバーの関係と同じです。
アイソレータは建物の自重を支える機能と地震
のときに建物をゆっくりと移動させる機能があ
ります。
種類としては、積層ゴム・転がり支承などがあ
ります。

左上：転がり支承
右下：積層ゴム

地震時には建物が水平に動き、元の位置を通り
越して反対方向に再び変形します。
アイソレータだけではいつまでも続く揺れを止
めることができないので、ダンパーが抑える働
きをします。ダンパーが変位する際に抵抗を発
生し、運動エネルギーを減衰します。
種類としては、オイルダンパー・鉛ダンパー な
どがあります。

左上：鉛ダンパー
右下：オイルダンパー

■ 免震装置（ダンパー）

■ 免震層

免震装置が設置された階層。
メンテナンスのみの空間であれば、床面積、階数
に算入されません。



■ 注意事項
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免 震 装 置 保 全 の ポ イ ン ト

・免震層への立ち入りは管理者、もしくは管理者の許可を得た者のみとしてください。
・免震装置は火に弱い性質なので、火気は厳禁です。
・免震層を物置がわりにしないでください。地震時の挙動に影響すると共に、関係法令
に違反する可能性があります。

・通常の建物と異なるため、設備配管、電気配管、建物周囲の工事等は専門家にご相談
ください。

・建物周囲に物を置かないでください。地震時に建物が大きく動きます。
（例）車両、植木ポット、看板等

■ 点検
通常の構造体と異なるので、特別な技術を有した「免震建物点検技術者」が行います。

定期点検 … 毎年：目視を主体とした見回り。
建物竣工後5年,10年,以後10年毎 ※ 計測を含めた総合的な点検。

応急点検 … 地震、強風、水害、火災などで免震層に影響が及んだ場合、
被災直後に目視を中心とした見回りを行います。

詳細点検 … 定期点検、応急点検で、免震装置の異常が認められた場合、
計測を含めた詳細な点検を実施します。

※ … 建築基準法第１２条による建築構造の点検は、目視による確認が
３年以内毎に必要です。3年以内に実施した免震建物点検技術者に
よる点検の記録がある場合は、当該記録により確認することがで
きます。

詳しくは、一般社団法人日本免震構造協会ホームページ http://www.jssi.or.jp/
を参照してください。

出典：一般社団法人日本免震構造協会 免震建物の維持管理基準




